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午前10時00分開議 

○議長（井上 太一君）   

 おはようございます。会議に入ります前に、市長から報告したい旨の申し出があります

ので、これを受けたいと思います。松下市長。 

○市長（松下 俊男君）   

 平成１９年度の特別交付税が、３月１８日に決定されましたので、ご報告を申し上げま

す。 

 本年度の特別交付税の額は７億５,５００万円で、昨年度と比較いたしますと、１億

４,５００万円の減額となっておりますが、昨年度は特定地域開発就労事業の終息を迎え

たことから、自立支援加算金等の経費として２億１,０００万円が加算されており、この

経費を除きますと、実質６,５００万円、率にして９.４％の増額となっております。三位

一体改革により、地方交付税はここ数年減額が続いておりますが、ようやく下げどまり感

があるものと思っております。 

 しかしながら、依然財政状況の厳しさは変わりなく、今後も持続可能な財政基盤確立の

ため、行財政集中改革プランを確実に推進していくことを申し上げまして、特別交付税の

ご報告とさせていただきます。 

○議長（井上 太一君）   

 ただいままでの出席議員は１９名で、定足数に達しておりますので、これより会議を開

きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第 １．第 ８号議案 

日程第 ２．第 ９号議案 

日程第 ３．第１０号議案 

日程第 ４．第１１号議案 

日程第 ５．第１２号議案 

日程第 ６．第１３号議案 

日程第 ７．第１４号議案 

日程第 ８．第１５号議案 

日程第 ９．第１６号議案 

日程第１０．第１７号議案 

日程第１１．第１８号議案 

○議長（井上 太一君）   

 これより日程第１、第８号議案から、日程第１１、第１８号議案までの各会計新年度予
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算１１件を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。まず、下川俊秀総務委員

長。 

○総務委員長（下川 俊秀君）   

 皆さん、おはようございます。ご指名によりまして、ただいま議題となっております議

案第８号平成２０年度中間市一般会計予算のうち、総務委員会に付託されました所管部分

並びに議案第１４号平成２０年度中間市公共用地先行取得特別会計予算について審査を行

いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 まず、総論を申し上げますと、国の経済は回復基調を続けていましたが、原油の高騰な

ど不安要因が生じており、さらに中央と地方の格差につきましては、いまだ抜本的な解決

策が示されず、地方財政は依然厳しい状況であることから、前年に引き続き行財政集中改

革プランに沿った簡素で効率的な財政運営となっております。 

 まず、平成２０年度中間市一般会計予算について、歳入の主なものとして、地方交付税

では前年度に比べ、３億８,６００万円減額の４４億８,８００万円が計上されていす。基

金繰入金については、前年度と比べ４億８,０００万円減額の４億１,９００万円が計上さ

れています。 

 市債におきましては、退職手当債４億３,４００万円、建設事業債６億５,８００万円、

臨時財政対策債３億８,６００万円など、総額１４億７,９００万円が計上されており、前

年度に比べ５億１,５００万円の増額となっています。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 

 議会費につきましては、市政調査研究費交付金の廃止により、今年度は交付金４００万

円の削減をしています。 

 総務費におきましては、職員人件費で前年度と比較して６,２００万円減額の７億

１,８００万円を、また福岡県市町村退職手当組合負担金では、５,２００万円減額の４億

５,９００万円が計上されており、人件費につきましては、一般会計全体で２億３,５００万

円の減額となっています。 

 また、市制施行５０周年を迎えるに当たり、さまざまな計画が予定されており、この予

算として１,１００万円が計上されています。 

 消防費では、石油貯蔵施設立地対策等交付金事業を活用し、災害被災者救助用テントを

購入する経費４００万円や弥生地区に防火水槽を設置する経費７００万円など、消防費総

額４億６,０００万円が計上されています。 

 以上により、平成２０年度一般会計予算は、前年度と比較して２億８,３２０万円の減

額、率にして１.８％減の歳入歳出それぞれ総額１５８億４２０万円が計上されています。 

 最後に、第１４号議案、平成２０年度中間市公共用地先行取得特別会計予算について申

し上げます。 

 本年度は、新たな用地の取得計画はなく、借入金に対する元利償還金として６７７万円
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及び公有財産購入費１０万円が計上されており、これに充当する歳入としては、一般会計

繰入金６７７万円及び市債１０万円が計上され、歳入歳出それぞれの６８７万円となって

います。 

 以上、審査の後、最後に採決いたしましたところ、一般会計及び公共用地先行取得特別

会計ともに、賛成多数でいずれも可決すべきものと決しました。 

 よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員長の報告を終わ

ります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、掛田るみ子市民文教委員長。 

○市民文教委員長（掛田るみ子君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております新年度予算の第８号議案並びに第

１０号議案の予算２件につきまして、市民文教委員会に付託されました所管部分の審査を

行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 まず、一般会計予算の主なものを申し上げます。 

 歳入につきましては、本市の歳入予算の根幹でございます市民税におきまして、法人市

民税が１,９００万円、固定資産税が１,７００万円の増額など、景気回復の気配が伺える

ものの、個人市民税の１,０００万円の減額や、たばこ税２,３００万円の減額もあり、市

税全体ではほぼ前年並みの４４億１,５００万円を計上しています。 

 教育部所管では、主に教育費国庫補助金で私立幼稚園奨励費補助金９８０万円を、また

教育費県補助金で防犯対策として、県警とタイアップして行っております非行防止プロジ

ェクト事業補助金が１４０万円、同じく県補助金として地域活動指導員設置事業費補助金

に３５０万円等、それぞれに計上しています。 

 次に、歳出の主なものは、市民部所管の環境保全関係では、広域事務組合への負担金と

して、火葬場運営に１,７００万円、塵芥処理に５億３,２００万円、し尿処理に２億

８,９００万円の計上が主なものです。また、環境衛生費のうち、環境の里づくり事業に

要する経費として２,８００万円を計上しています。 

 その内容としましては、本年度は福岡県産炭地域振興センターから交付される活性化基

金助成金を利用して、環境対策事業を推進したく、現在市内各所で活動しております環境

ボランティア団体を１カ所に集結し、団体相互の情報交換や交流を容易にすることで、活

動効果を推進するための拠点施設として、「環境の里」を設置するものです。 

 場所としては、市が所有する中間市岩瀬１丁目５５６５番の１のうち、敷地面積

９００平方メートル、建物は全体で１２０平方メートルを建設予定としております。 

 次に、教育部所管の教育費におきましては、年次計画として進めております学校施設改

善事業として、本年度は中間北小学校及び中間東中学校で、障害者対応トイレを含め快適

なトイレ改修工事及び公共下水道接続工事などを施行する経費に４,７００万円、同じく
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年次的に行っております屋内運動場改修工事に、中間小学校で２,４００万円を計上して

おります。 

 さらに、生徒の安全確保対策の強化を図る経費として、昨年市内小学校においてすべて

設置いたしました小学校の防犯カメラを引き続き、中学校で推進することとし、本年度は

中間東中学校を計画しています。 

 また、新たに小中学校の防犯効果を高めるための防犯灯を設置する経費に１００万円計

上し、さらに本年度小中学校耐震化計画に基づき実施しております校舎及び屋内運動場の

耐震化事業については、中間東中学校の耐震化工事に向けて、実施設計委託料に６００万

円を計上しています。 

 ソフト面におきましては、学校教育の充実化を図るため学習サポーター制度や、新たに

障害のある児童生徒の自律や社会参加に向けた取り組みを支援する児童生徒対策として、

特別教育指導支援員を２名配置する経費等に１００万円を計上しております。 

 次に、中間市住宅新築資金等特別会計予算について、予算の総額は歳入歳出それぞれ

４４３万円となっています。 

 このうち、歳出は公債費として前年度繰上充用金です。 

 歳入については、県支出金及び諸収入として、各貸付金の元利収入です。 

 討論において、委員より環境の里づくりの進捗状況を委員会に報告をしてほしいとの要

望があっています。 

 以上が、当委員会に付託されました各議案の概要であります。 

 最後に、それぞれ採決しました結果、第８号議案並びに第１０号議案につきましては、

賛成多数で可決いたしました。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報

告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、井上久雄保健福祉委員長。 

○保健福祉委員長（井上 久雄君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第８号議案一般会計予算のうち、

保健福祉委員会に付託されました所管部分並びに第９号議案特別会計国民健康保険事業予

算、第１３号議案老人保健特別会計予算、第１５号議案介護保険事業特別会計予算、第

１６号議案後期高齢者医療特別会計予算、第１８号議案病院事業会計予算につきまして審

査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 初めに、一般会計予算について申し上げます。 

 まず、歳入では、国庫支出金２４億９,９００万円、県支出金７億３,８００万円などが

主なものとなっております。 

 次に、歳出の主なものは、民生費の社会福祉費では、身体障害者福祉に要する経費とし

て、自立支援医療費などの扶助費１億８,３００万円、知的障害者福祉に要する経費とし
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て入所、通所施設サービス費などの扶助費２億２,５００万円、乳幼児医療費９,０００万

円、重度心身障害者医療費１億７,６００万円、母子家庭医療費９,１００万円などが計上

されております。 

 また、平成２０年度から新たに開始されます後期高齢者医療に要する経費として、後期

高齢者医療療養給付費負担金４億４,４００万円が計上されております。 

 児童福祉費では、児童福祉施設入所扶助費５億９,９００万円、児童手当に要する経費

として３億２,８００万円、児童扶養手当に要する経費として３億３,５００万円が計上さ

れております。 

 生活保護費では、生活扶助費７億２,６００万円、医療扶助費１３億７,８００万円など

が計上されています。 

 衛生費の保健衛生費では、予防接種やがん検診などの委託料６,８００万円が計上され

ています。 

 討論において、委員から妊婦の無料健診を５回まで実施するよう求めますとの意見があ

りました。 

 次に、特別会計国民健康保険事業予算につきまして申し上げます。 

 平成２０年度の予算編成は、退職者医療制度の一部改正、老人保健拠出金の削減と後期

高齢者支援金等、前期高齢者納付金等及び特定健康診査等の創設などの医療制度改革に伴

い、大幅に変更されております。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ６４億６,０９５万円で、前年度に比べ２億８,５００万

円の増額となっております。 

 まず、歳入の主なものは、国民健康保険税１０億２,９００万円、国庫支出金１４億

９００万円、療養給付費交付金４億４,９００万円、前期高齢者交付金２２億３,３００万

円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものは、保険給付費３８億６,８００万円、老人保健拠出金１億

８,８００万円、新設予算科目の後期高齢者支援金等に５億３,２００万円、前期高齢者納

付金等に８億４,６００万円が計上されております。 

 討論において、委員から国民健康保険税の減免措置について、自治体として取り組むべ

きであるとの意見がありました。 

 次に、老人保健特別会計予算につきまして申し上げます。 

 平成２０年度から後期高齢者医療制度が開始されることにより、老人保健特別会計での

医療給付が３月診療分の１カ月分のみとなるため、予算の総額は歳入歳出それぞれ６億

１２２万円で、前年度に比べ大幅な減額予算となっております。 

 まず、歳入の主なものでは、支払基金交付金３億円、国庫支出金１億９,６００万円、

県支出金４,９００万円、一般会計からの繰入金５,３００万円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものは、医療諸費で５億９,７００万円となっております。 
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 次に、介護保険事業特別会計予算につきまして申し上げます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９億９,３０２万円で、前年度に比べ２,０００万円

の増額となっております。 

 まず、保険事業勘定の歳入では、国庫支出金６億６,１００万円、支払基金交付金８億

６,２００万円、県支出金４億１,１００万円、一般会計からの繰入金４億６,９００万円

が計上されております。 

 次に、歳出の主なものは、要支援、要介護者への介護サービス費用等の保険給付費に

２７億６,２００万円が計上されています。 

 介護サービス事業勘定につきましては、歳出として居宅介護支援事業費３,４００万円、

歳入として予防給付費収入３,４００万円が計上されております。 

 討論において、委員から第三者機関の設置を求めますとの意見がありました。 

 次に、後期高齢者医療特別会計予算につきまして申し上げます。 

 この特別会計は、後期高齢者医療制度に基づき平成２０年度から新設されたもので、予

算の総額は歳入歳出それぞれ６億８９９万円となっております。 

まず、歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金として６億４００万円が計上さ

れております。 

 次に、歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料５億４００万円、一般会計からの繰入

金１億４００万円が計上されております。 

 なお、対象となる７５歳以上の後期高齢者の人口は、２月末現在で６,２３５人となっ

ております。 

 討論において、委員から被扶養者からも新たに保険料を徴収するなど、高齢者に経済的

な負担を強いる後期高齢者医療制度に反対しますとの意見がありました。 

 次に、病院事業会計予算につきまして申し上げます。 

 まず、収益的収支では、医業収益と医業外収益をあわせた病院事業収益は、２１億

２,１９２万円で、前年度比９％の減収が見込まれております。 

 医業収益の主なものは、入院収益９億９,６００万円、外来収益９億８,５００万円で、

入院患者数は年間３万５,７７０人、１日平均９８人で、外来患者数は年間８万３,５０４人、

１日平均３０７人が見込まれております。 

 病院事業費用は２１億２,１９２万円で、前年度より９％の減額となっております。 

 次に、資本的収支では、資本的収入６,６００万円に対し、資本的支出は１億円で、歳

入不足額については、損益勘定留保資金で全額補てんされる予定となっております。 

 討論において、委員からジェネリック医薬品の使用品目をさらに増やしてほしいとの意

見がありました。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、一般会計、特別会計国民健康保険事業、老人
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保健特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計は賛成多数で、病院事業

会計は全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、片岡誠二建設上下水道委員長。 

○建設上下水道委員長（片岡 誠二君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第８号議案、第１１号議案、第

１２号議案及び第１７号議案の新年度予算４件につきまして、建設上下水道委員会に付託

されました所管部分について審査を行いましたので、その概要と結果についてご報告申し

上げます。 

 なお、新年度予算に対する主な工事関係につきましては、現地調査を行い、執行部より

詳細な説明を受けました。 

 まず、一般会計予算についてご説明申し上げます。 

 歳出の主なものを申し上げます。労働費の失業対策費につきましては、１９年度末で失

業対策事業のすべてが終息することになりましたので、廃項目とし、新たに一般労働対策

費として、労働諸費７００万円が計上されております。 

 農林水産業費の農地費では、農道整備や水路改修工事に要する経費及び土木費で施行さ

れております二タ股東中牟田線道路改良工事に伴う農業用水ポンプ施設移設費用をあわせ

て４,６００万円が計上されております。 

 商工費の商工業振興費では、筑前中間やっちゃれ祭り補助金等や、ハーモニーホール前

に一部整備しておりますイルミネーション拡大延長経費として、１,８００万円が計上さ

れております。 

 土木費では、二タ股東中牟田線道路改良工事として４,０００万円、曲川河川敷の環境

改善を目的とした沿道の植栽事業として７００万円、また都市計画費では、前年度に引き

続き都市計画道路塘ノ内砂山線外２路線道路改築工事費として２億１,５００万円、都市

公園の環境整備事業として、通谷公園のトイレ新築工事に２,５００万円がそれぞれ計上

されております。 

 なお、歳入につきましては、国庫補助金は失業対策事業が終息したことで８,４００万

円の減額に対し、新たに二タ股東中牟田線道路改良事業に伴う地方道路整備臨時交付金

４,１００万円が計上されております。 

 衛生費では、合併処理浄化槽設置推進に要する経費として、５００万円が計上されてお

ります。 

 次に、地域下水道事業特別会計についてご説明を申し上げます。 

 歳出の主なものを申し上げますと、終末処理費では、曙下水処理場及び中鶴下水処理場

の維持管理費、両処理場の修繕及び光熱水費等が計上されております。 
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 歳入では、下水道使用料が主なものであります。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれの９,３００万円となっております。 

 次に、公共下水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 歳出の主なものを申し上げますと、総務費では受益者負担金の各年度及び全期一括納入

者に対する報償金や、汚水処理負担金である流域下水道処理負担金など、２億２,７００万

円が計上されております。 

 建設費では、大辻蓮花寺幹線外２５地区で実施する管渠築造工事費９億５,０００万円、

実施設計業務委託料等９,０００万円、ガス管水道管移設補償費６,０００万円が計上され

ております。 

 以上により、２０年度末における中間市の公共下水道普及率は４４.５％から４８.５％

になる見込みでございます。 

 歳入では、受益者負担金として８,９００万円、公共下水道使用料として２億５,５００万

円、国庫補助金として３億円、一般会計からの繰入金４億９,３００万円、市債８億

５,７３０万円が主なものでございます。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億６,３００万円となっております。 

 最後に、水道事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 本年度の事業予定量は、中間市、遠賀町あわせて２万７,１７０戸の給水戸数を見込ん

でおり、年間総給水量は７５５万立方メートルで、有収率は９０.１％が見込まれており

ます。 

 収益的収入の水道事業収益の主なものは、営業収益では給水収益など１０億９,９００万

円、営業外収益では、県及び遠賀町分を含めた下水道工事に伴う配水管移設収益など

６,３００万円が計上されております。 

 支出の水道事業費用の主なものは、営業費用では、人件費でそのほかに水源の病原菌対

策等の薬品費、給水区域内の漏水防止対策費など９億８,９００万円、営業外費用では企

業債の借入金利息や下水道工事に伴う配水管移設の受託工事費用など１億６,０００万円

が計上されております。 

 収益的収支では、水道事業収益１１億６,６００万円に対し、水道事業費用１１億

５,２００万円が計上され、消費税込みで１,３００万円の利益が見込まれております。 

 また、資本金収入２億５,６００万円に対し、資本的支出５億３,２００万円が計上され、

収入が不足する額２億７,６００万円は、当年度分損益勘定留保資金等で全額補てんする

こととなっております。 

 今年度の建設改良事業としては、中間地区では県道中間宮田線配水管布設工事等９件、

また遠賀地区では８件の、計１７件の工事と太賀地区の受水槽及び加圧施設の改良工事を

予定しております。 

 以上、４議案につきまして審査の後、採決いたしましたところ、地域下水道事業特別会
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計予算及び水道事業会計予算は全員賛成、一般会計及び公共下水道事業特別会計は、賛成

多数で原案どおり可決すべきであると決した次第であります。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願いいたしまして、委員長の報告を

終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。青木孝子さん。 

○議員（６番 青木 孝子君）   

 平成２０年度予算のうち、一般会計と特別会計では、国民健康保険、老人保健、介護保

険、後期高齢者医療、住宅新築資金、公共下水道事業、公共用地先行取得特別会計、以上

８件について、日本共産党市議団を代表いたしまして反対討論いたします。 

 福田首相は、通常国会の施政方針演説で「生活者・消費者が主役」と強調しましたが、

それどころか、社会保障費の自然増を２,２００億円抑制するなど、小泉、安倍と続いた

構造改革路線に固執しています。しかも、大企業優遇税制措置や軍事費などは聖域として

全くメスを入れておりません。 

 この構造改革によって、国民は痛めつけられ、貧困と格差がますます広がっています。

その上、原油や穀物市場の高騰を受けた生活必需品や原材料の値上がりが、家計に追い打

ちをかけています。 

 また、輸入食品、あるいは国内食品の偽装問題など、今日ほど「食」への安全、安心が

揺らいでいる時はありません。 

 しかも、食料をめぐる国際情勢の激変が、事態を一層深刻にしています。地球規模での

気候変動による生産の不安定化、世界的なバイオ燃料ブームによるトウモロコシの爆発的

な需要増、さらにヘッジファンドなど大量の投資資金が穀物市場に流れ込んで、異常な高

騰を引き起こしています。 

 このような国際情勢を背景に、食料品の値上げが相次いで起こり、４月に入るとさらな

る値上げが私たちの生活を直撃しようとしています。 

 そして、この中で浮かび上がってきたのが、余りにも低い日本の食料自給率の問題です。

一国の農業の問題は、国民の命を支える食料の土台そのものです。 

 食料と農業をめぐる情勢が内外ともに激変している今、食料は外国から安く買えばいい

といった考えは、厳しい反省が求められているのではないでしょうか。 

 今、中間市の貴重な田畑をつぶし、進められている開発に名を借りた不要不急の道路建

設および改良事業は、今日の情勢に逆行するものと言わねばなりません。今こそ不要不急
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の事業の見直しやむだをなくし、入札制度の改善など、効率的な行政改革を進め、住民の

暮らしや福祉を守る地方自治の役割が求められております。 

 平成２０年度の一般会計予算案では、少子化対策として乳幼児医療費無料化の年齢を、

就学前まで拡充したことは評価いたします。 

 しかし、妊婦健診について、政府は最低５回必要として財政措置をしていると言ってい

ますが、妊婦健診は２回分しか助成されておらず、５回まで拡大すべきです。 

 障害者自立支援法が施行され、施設利用は１割負担、食事は全額負担など、障害者と家

族は重い負担になっています。全国の自治体では、食費の助成や利用料の軽減措置を実施

しており、独自施策を講じるべきです。 

 環境衛生費として、環境の里新築工事２,６１３万６,０００円を計上し、環境ボランテ

ィアの情報交換の場を建設するとしていますが、新たに施設を建設することは再検討し、

当面は遊休施設を活用すべきです。また、ごみの不法投棄を減らすための啓発に努め、子

供の環境教育の充実を図るべきです。 

 教育費では、小学校給食の調理等業務委託料として６５０万円を計上されています。利

益優先の民間委託では、子供の食教育の目的を損ねるものです。 

 また、アレルギー児童の除去食の対応が、これまでのように実施することは難しくなり、

調理業務の民間委託の計画は中止すべきです。 

 規範意識育成に要する経費が１５万円計上されていますが、道徳教育を復活させようと

するものであり、認められません。 

 政府は、今年も４月２２日に全国一斉学力テストを実施しますが、全国一斉学力テスト

は、競争教育を激化させ、学校の序列化を招くものであり、中止すべきです。全国一斉学

力テストの政府予算約６２億円は、教育条件の向上に使うべきです。そして、どの子にも

行き届く教育を進めるために教員を増やし、少人数学級を実施することを求めるものです。 

 同和対策事業では、人権教育に要する経費として４３５万３,０００円を計上されてい

ますが、同和対策事業は国の法律もなくなっており、やめるべきです。 

 また、隣保館事業は一般対策に移行したといいながら、生け花教室など従来の同和事業

を温存しており、見直すべきです。 

 人権のまちづくりセンターと隣保館を統合し、職員体制や業務内容の改善を図るべきで

す。 

 次に、特別会計国民健康保険事業、老人保健特別会計では、政府が１９８４年に国保の

国庫負担率を医療費の４５％から３８.５％まで下げたため、国民健康保険財政は厳しく

なり、国保税は上がり続けています。そのため、滞納世帯が増え、中間市では資格証明書

や短期保険証の発行は、それぞれ約３００世帯にのぼっています。国民健康保険証の取り

上げをやめ、低所得者への減免措置を求めるものです。 

 また、健全な国民健康保険財政を確立するために、政府に対し国庫負担をもとに戻させ
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ること、健康管理と病気の早期発見、早期治療で医療費の軽減を図ることです。 

 介護保険事業特別会計では、制度の改悪で要介護から要支援になった高齢者が増え、介

護サービスの抑制が行われています。介護保険料滞納者は、ペナルティーとして給付の制

限が行われます。だれもが安心して利用できる介護保険制度にするために、低所得者への

保険料や利用料の減免制度を実施すべきです。 

 また、苦情処理やサービス事業所を監視、指導する第三者機関の設置を求めるものです。 

 後期高齢者医療制度は、全国５３０を超える自治体や医師会、老人会など、多くの国民

が４月からの実施中止や撤回を求める声が上がっています。この制度は、７５歳以上の高

齢者を医療差別するものです。現在、家族の扶養になっている人も、扶養から外され、す

べての７５歳以上の高齢者から介護保険料とあわせて、保険料を原則として年金から天引

きします。保険料は２年ごとに見直しされ、値上げされる仕組みになっております。普通

徴収の高齢者が滞納すると、保険証を取り上げます。 

 また、診療報酬も７４歳以下の人と別枠で制限されます。政府は、後期高齢者医療制度

の導入など、医療制度改悪によってお年寄りにかかる医療費を２０１５年には２兆円、

２０２５年には５兆円削減できると試算しています。高齢者から高い保険料を徴収し、医

療費の削減を目的にした後期高齢者医療制度は認められません。 

 住宅新築資金等特別会計では、同和住宅新築資金の滞納による累積赤字は、平成２３年

度には約６億２,０００万円になり、そのつけを市民に押しつけることになります。 

 この赤字の原因は、条例に違反したずさんな貸し出しによるものであり、認められませ

ん。 

 公共下水道事業特別会計予算では、同和事業水洗便所及び排水設備改造に１５９万円が

計上されています。同和地区住民の水洗化工事に対し、１戸当たり３０万円の補助をする

ものですが、こうした逆差別をいまだに行う市当局の自主性のなさに、市民は大きな怒り

を持っています。このような行為は、市民の間に新たな差別感情を助長するものであり、

断じて認められません。直ちに中止すべきです。もし続けるのであれば、全市民を対象と

することを求めるものです。 

 公共用地先行取得特別会計では、公債費として５８４万９,０００円が計上されていま

すが、これは市民の大きな反対の中で凍結となった岩瀬東部地区開発計画の中で、当時の

市長が評価額以上の価格で用地を起債で購入したものに、今年度から償還が始まるわけで

すが、このような無責任な債務に対する返済を認めるわけにはいきません。 

 病院事業会計予算では、市民の健康を守る公立病院として、医師の確保と抜本的改革が

求められます。また、ジェネリック医薬品の使用を増やし、患者負担と国保財政の軽減を

図るよう、病院事業会計につきましては、意見を付して賛成といたします。 

 以上で討論を終わります。 

○議長（井上 太一君）   



- 145 - 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 これにて討論を終結いたします。 

 これより第８号議案から第１８号議案までの新年度予算１１件を順次採決いたします。 

 議題のうち、まず第８号議案平成２０年度中間市一般会計予算を起立により採決いたし

ます。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第８号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第９号議案平成２０年度中間市特別会計国民健康保険事業予算を起立により採決

いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第９号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１０号議案平成２０年度中間市住宅新築資金等特別会計予算を起立により採決

いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１０号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１１号議案平成２０年度中間市地域下水道事業特別会計予算を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１１号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決定しました。 

 次に、第１２号議案平成２０年度中間市公共下水道事業特別会計予算を起立により採決

いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   
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 起立多数であります。よって、第１２号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１３号議案平成２０年度中間市老人保健特別会計予算を起立により採決いたし

ます。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１３号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１４号議案平成２０年度中間市公共用地先行取得特別会計予算を起立により採

決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１４号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１５号議案平成２０年度中間市介護保険事業特別会計予算を起立により採決い

たします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１５号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１６号議案平成２０年度中間市後期高齢者医療特別会計予算を起立により採決

いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第１６号議案は原案のとおり可決されました。 

 次に、第１７号議案平成２０年度中間市水道事業会計予算を採決いたします。本案に対

する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１７号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第１８号議案平成２０年度中間市病院事業会計予算を採決いたします。本案に対

する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議

ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第１８号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．意見書案第２号 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１２、意見書案第２号保険でよい歯科医療の実現を求める意見書を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。本意見書案については、提案理由の説明を省略することにしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、本意見書案については、提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第２号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより意見書案第２号保険でよい歯科医療の実現を求める意見書を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．意見書案第３号 
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○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１３、意見書案第３号中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本意見書案については、提案理由の説明を省略することにしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、本意見書案については、提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第３号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより意見書案第３号中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書を採決いたしま

す。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．意見書案第４号 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１４、意見書案第４号地デジ放送の受信対策の推進を求める意見書を議題

といたします。 

 お諮りいたします。本意見書案については、提案理由の説明を省略することにしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、本意見書案については、提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第４号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより意見書案第４号地デジ放送の受信対策の推進を求める意見書を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．意見書案第５号 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１５、意見書案第５号乳幼児医療費助成制度の創設等を求める意見書を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本意見書案については、提案理由の説明を省略することにしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、本意見書案については、提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   
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 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第５号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより意見書案第５号乳幼児医療費助成制度の創設等を求める意見書を採決いたしま

す。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．意見書案第６号 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１６、意見書案第６号米兵による女子中学生拉致暴行事件に関する意見書

を議題といたします。 

 お諮りいたします。本意見書案については、提案理由の説明を省略することにしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、本意見書案については、提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第６号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより意見書案第６号米兵による女子中学生拉致暴行事件に関する意見書を採決いた

します。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、意見書案第６号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．第３５号議案 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第１７、第３５号議案中間市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関す

る条例を議題といたします。 

 ただいま議題となっております第３５号議案については、所管の総務委員長から目下委

員会において審査中につき、会議規則第９９条の規定により、継続審査の申し出がありま

す。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご

異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付

することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．会議録署名議員の指名 

○議長（井上 太一君）   

 これより日程第１８、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において宮下寛君及び

井上久雄君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（井上 太一君）   

 以上をもちまして、今期定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。よって、

平成２０年第１回中間市議会定例会は、これにて閉会いたします。 

午前10時49分閉会 

────────────────────────────── 
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